
●不動産（住宅･土地）を取得したときの税金　　　　　　　　　　　　　　（H20年6月現在）

１．印紙税　　　 　　土地や建売住宅の売買契約、建物を新築するときに交わす請負契約時に
　　　　　　　　　　　　かかります。

　　　　　　《不動産の売買等に関する契約時の印紙税》

売 買 金 額

　  100万円超  　500万円以下

 　 500万円超  1.000万円以下

　1.000万円超　5.000万円以下

　　　　　　《建築工事請負契約書に貼付する印紙税》

建築工事請負契約額

　  100万円超  　200万円以下

　  200万円超  　300万円以下

　  300万円超  　500万円以下

 　 500万円超  1.000万円以下

　1.000万円超　5.000万円以下

２．登録免許税　　　　 　土地や住宅を取得するとき、自分の権利を明らかにするために権利書を
　　　　　　　　　　　　　　　作りますが、このときにかかるのが登録免許税です。
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《登録免許税率》

登記の種類･原因

所有権の保存登記（新築等） ※H21年3月31日まで新築のみ0.15％

所有権の移転登記（売買等） ※H21年3月31日まで土地は1％

抵当権の設定登記

※抵当権設定の場合、新築は0.1%に減額されます。しかし、土地に先に抵当権を設定した場合は

　 その特典は受けれません。

３．不動産取得税（県税）　　　　土地や住宅を買ったり、新築・増改築したときにかかってきます。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　ただし、相続による取得には掛かりません

             ※不動産の価格（固定資産税評価額）×３％＝不動産税取得税の額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成21年3月31日まで3%　以降は4%）

なお、建物に対する取得税は240㎡以内であれば評価額の1200万円分は無税と

なりますので、基本的に高額の税金とはなりません。

また、土地の取得税も購入後3年以内に新築することで不動産価格を２分の1相当に

計算される特例措置があり、税額も大幅に軽減されます。

建物・土地のいずれも場合もいくつかの要件を満たす必要がありますので、管轄の

県税事務所でご相談ください。マイホーム取得時の大きなメリットとなります。

2千円

１万円

2万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 どんな税金がかかるか

不動産売買契約書

　　2千円

住宅ローン金銭消費貸借契約書

    1千円

　　2千円

税    額

　　400円

　　１万円

1万５千円

2.0%
借り入れ金額の0.4%

　　１万円

1万５千円

税　　率

0.4%



４．贈与税　　　　　　　　住宅を取得する際に、親や親戚などから資金の調達をうけたときは贈与税の
　　　　　　　　　　　　　　対象となります。

その年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産価格の内、110万円（基礎控除分）

に対しては贈与税がかかりません。この基礎控除は毎年受けられます。

また、居住用不動産取得の場合、婚姻期間が20年以上の配偶者から贈与を受けるときは

2000万円まで税金がかかりません。ただし、この制度はその夫婦に対して一度のみの

適応となります。

《相続時清算課税制度》

親が65歳以上で相続を受ける子が20歳以上であれば、相続時清算課税制度を

選択することができ、この場合2500万円が控除されます。

さらに住宅取得の資金として親からの贈与の場合は1000万円が上乗せされます。

この場合（住宅取得資金としての贈与）、贈与を受ける子は20歳以上と言う制限は

ありますが、親の年齢制限はなくなります。

例えば、親から住宅取得の資金として4000万円の贈与を受けたとした場合、

3500万円が控除されますので、差し引き500万円にだけ贈与税（一律20％）が掛かります。

上記のいずれの場合も、それぞれの要件を満たす必要がありますので、税務署に

それらの条件を確認してください。

また、単純に控除額の大きい相続時精算課税制度を選べば得をすると言うものでは

ありません。状況によっては不利になる場合もありますので、注意が必要です。

５．消費税　　　　　　 　消費税（5%）は建物や外構工事・家具・仲介料などほとんどの物に　　　

　　　　　　　　掛かかってきますが、土地代金には掛かりません。

●不動産（住宅･土地）を持っているときの税金　　　　　　　　　　　　　　（H20年6月現在）

１．固定資産税　　　　　土地や家屋を持っていると掛かる税金でその間毎年掛かってきます。

　　　　　　　　毎年1月1日現在の所有者が納めなければなりません。

　　　　　　　　基準となるのは、固定資産税評価額ではなく固定資産税課税標準額です。

※固定資産税課税標準額×1.4％＝固定資産税　（注．市町村によっては1.6％）
なお、住宅用地の場合、200㎡までの部分が6分の1に軽減され、200㎡を越える部分は

3分の1となります。

また、新築住宅（2階建て以下）の場合、一定要件を満たせば3年間のみ建物の固定資産税は

建物の120㎡部分までが半額（H22年3月31日までの特例）になります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 どんな税金がかかるか



２．都市計画税　　　　　　　　この税金は、原則として都市計画で指定されている市街化区域内の

　　　　　　　　　　　土地や建物の所有者に課税されます。

※固定資産税課税標準額×0.3％＝都市計画税　（掛からない市町村もあり、富山市は0.25％）
なお、住宅用地に関しては、200㎡までの部分が3分の1に軽減され、200㎡を越える部分は

3分の2となります。

●不動産（住宅･土地）を売ったときの税金　　　　　　　　　　　　　　（H20年6月現在）

１．譲渡税　　　　　　　譲渡税を簡単に説明すると、買ったときの金額と売ったときの金額の差益に

　　　　　　　対して掛かる税金です。

　　　　　　　ここでのポイントは、売却する建物が居住用に使っていた住宅かということと、

　　　　　　　所有期間が何年だったかで大きく変わってきます。

※譲渡所得金額の計算式

　　◎売却価格－取得額－売却費用－特別控除＝課税譲渡所得金額（課税額）

・取得費とは、購入価格に購入時の不動産手数料、登記料、印紙代など

・売却費用は、売却時の不動産手数料や売却に伴う広告費、印紙代など

・特別控除は、居住用財産を売った場合は3000万円までの控除があります。

　ただし、これを使うと新たな住宅新築時のローン控除が受けれなくなりますので

　3000万控除とローン控除のどちらを選択したほうが得か、専門家に相談してください。

※長期譲渡と短期譲渡　　

　所有期間が5年超が長期譲渡となり、5年以下が短期譲渡となります。

　ここで注意して欲しいのは、所有期間5年というのは、その土地や建物を購入した日から

　売った日までの期間で計算するのではなく、譲渡した年の1月1日において判定すると

　いうことです。

　例えば、Ｈ20年中の譲渡であれば、Ｈ20年1月1日において判定しますので、

　Ｈ14年12月31日以前に取得したものが長期譲渡所得、Ｈ15年1月1日以降に

　取得したものが短期譲渡所得ということになります。

◎譲渡所得税の計算

・長期譲渡所得の場合　　課税額×20%（所得税 15%＋住民税 5%）

　　　　　　　　　　※10年以上居住の場合、要件を満たせば14％に軽減される特例があります。

・短期譲渡所得の場合　　課税額×39%（所得税 30%＋住民税 9%）

※譲渡損失が生じたケース

　土地や建物を売って必ずしも利益（譲渡益）がでるとは限りません。特にバブル時に

　購入した物件については赤字になる場合もあります。

　この場合、Ｈ15年までは確定申告すれば税金が戻ってくる場合もありましたが、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 どんな税金がかかるか



　Ｈ16年1月1日以降の譲渡から、その他の所得との通算が認められなくなりました。

　ただし、一定の要件を満たす居住用財産の譲渡損失については、他の所得との通算

　及び3年間の繰越控除の適用を受けることができる場合もありますので、税務署等に

　相談してください。

●住宅ローン控除　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H20年6月現在）

住宅を新築したり、新築または中古住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等を

した際に、住宅資金の借り入れ（銀行、住宅金融公庫、勤務先からの融資など）をして、

それらの返済期間が10年以上であればその住宅に住むことになってから一定の期間に

わたり、所定の額が所得税から控除されます。この控除は土地についても適用されます。

なお、この制度を受けられる住宅には下記の通り一定の要件を満たす必要があります。

■新築住宅の場合 （土地代金も対象となります）
　・Ｈ20年12月31日までに自己住宅として使用すること

　・工事完了または取得の日から6ヶ月以内に自己住宅として使用すること

　・床面積が50㎡以上であること

　・店舗併用住宅の場合は、2分の1以上が住宅であること

　・土地を先に住宅ローンで取得している場合は、土地取得後2年以内に新築すること

■リフォームの場合

　・自ら所有し、居住している住宅でＨ20年12月31日までにリフォームを行い入居すること

　・工事費用が100万円を超えるもの

　・住宅以外の工事も一緒に行う場合は、2分の1以上が住宅部分であること

　・工事完了後の床面積が、50㎡以上であること

　・工事完了後の床面積の2分の1以上が住宅部分であること

　・工事完了後、6ヶ月以内に居住すること

※H20年12月31日まで入居する場合は控除期間を10年と15年のいずれかを選択できます。

　 控除される金額の内訳は【税金】ページの『ローン控除早見表』をクリックしてください。
注


